
 

                

 

                  令 和 ５ 年 ９ 月 ２ ０ 日 

札 幌 開 発 建 設 部   
 

管内国道の全面通行止め解除の見通しについて（第３報） 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

９月２０日（水）１０時００分現在の札幌開発建設部管内における国道の通行止め区間について 

 

① 国道２３１号 

１）通行止め区間：石狩
いしかり

市浜益
はまます

区浜益
はまます

～石狩
いしかり

市浜益
はまます

区浜益
はまます

 Ｌ＝０．１９ｋｍ 

２）通行止め日時：９月１９日（火）２：１５～本日中の全面通行止め解除見込み（片側交互通行） 

３）通行止め理由：落石のため 

４）災害規模  ：落石径（車道部）80cm×70cm×60cm 程度、（外側線部）60cm×60cm×40cm 程度 

５）迂回路   ：R451～R275～道道増毛稲田線 Ｌ＝１０８．７ｋｍ 

 ※人的物損被害無し 

 

※道路の通行規制情報はこちらをご覧ください。 

「道路情報提供システム」 http://www.road-info-prvs.mlit.go.jp/roadinfo/ 

 

※国道の通行止めに関する情報はツイッターでもお知らせしています。  

「札幌開発建設部 Twitter」 https://twitter.com/mlit_hkd_sp 

 

 

「札幌開発建設部道路情報 Twitter」https://twitter.com/hkd_mlit_roadsp 

 

 

 

 

 

 

 
 

【問合せ先】 

国土交通省 北海道開発局 札幌開発建設部 

道路防災推進官 田名部
た な べ

 一
かず

馬
ま

（電話番号 011-611-0246 ダイヤルイン） 

広報官      古木
ふ る き

 崇史
たかふみ

（電話番号 011-611-0279 ダイヤルイン） 

 

札幌開発建設部ホームページ https://www.hkd.mlit.go.jp/sp/ 

現在、通行止めを実施しております国道231号石狩市浜益区につきましてお知らせし

ます。 

早朝より作業再開し、現在、法面（斜面）上部にある「浮き石（落下しそうな 

岩塊）」除去作業を行っています。また万が一の法面（斜面）からの落石等に備え、

法尻（斜面下の道路敷地）に大型土嚢（約1ton/1個）を330個設置予定としておりま

す。今後の天候・作業進捗状況によりますが、本日中の「片側交互通行」を予定して

おります。 

引き続き、道路利用者の皆様には多大なご迷惑・ご不便をおかけいたしますが、ご

理解とご協力の程、何卒宜しくお願いいたします。 



写真_９／２０浮き石除去作業状況


